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本報告書の調査は、本件航空重大インシデントに関し、運輸安全委員会

設置法及び国際民間航空条約第１３附属書に従い、運輸安全委員会により、

航空事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事

案の責任を問うために行われたものではない。

運 輸 安 全 委 員 会

委 員 長 後 藤 昇 弘



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとお

りとする。

① 断定できる場合

・・・「認められる」

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③ 可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④ 可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」

・・・「可能性があると考えられる」



Ⅰ エ ア ー ・ イ ン デ ィ ア 所 属 Ｖ Ｔ － Ｅ Ｐ Ｗ
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航空重大インシデント調査報告書

所 属 エアー・インディア

型 式 ボーイング式７４７－３３７型（コンビ型）

登録記号 ＶＴ－ＥＰＷ（インド）

発生日時 平成２０年９月２１日 １２時３８分ごろ

発生場所 成田国際空港の南約１０km上空

平成２１年１２月１８日

運輸安全委員会（航空部会）議決

委 員 長 後 藤 昇 弘（部会長）

委 員 楠 木 行 雄

委 員 遠 藤 信 介

委 員 豊 岡 昇

委 員 首 藤 由 紀

委 員 松 尾 亜紀子

１ 航空重大インシデント調査の経過

１.１ 航空重大インシデントの概要

本件は、航空法施行規則第１６６条の４第６号に規定された「発動機の破損（発動

機の内部において大規模な破損が生じた場合に限る。）」に該当し、航空重大インシデ

ントとして取り扱われることとなったものである。

エアー・インディア所属ボーイング式７４７－３３７型ＶＴ－ＥＰＷは、平成２０

年９月２１日（日）、同社の定期３０７便として、１２時２９分に成田国際空港を離

陸した。デリー国際空港（インド）へ向け離陸上昇中、１２時３８分ごろ成田国際空

港の南約１０km付近上空、高度１５,７００ftにおいて、第３エンジンからの異音と

ともに当該エンジンに不具合が発生したことを示す計器表示があったため、当該エン

ジンを停止し、燃料投棄を行ったのち引き返して、１３時５０分成田国際空港に着陸

した。

同機には、機長ほか乗務員１３名、乗客１６８名計１８２名が搭乗していたが、負

傷者はなかった。
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１.２ 航空重大インシデント調査の概要

1.2.1 調査組織

航空・鉄道事故調査委員会は、平成２０年９月２２日、本重大インシデントの

調査を担当する主管調査官ほか２名の航空事故調査官を指名した。

1.2.2 外国の代表

本調査には、本重大インシデント機の設計国及び製造国であるアメリカの代表並

びに登録国及び運航者国であるインドの代表が参加した。

1.2.3 協力者

本重大インシデントに関し、第３エンジンの低圧タービン部破面解析調査のた

め、独立行政法人 宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の協力を得た。

1.2.4 調査の実施時期

平成２０年 ９ 月２３日及び２４日 口述聴取、機体調査及び落下物調査

平成２０年 ９ 月２９日 航空機搭載書類及びエンジン関係書

類調査

平成２０年 ９ 月３０日～ 飛行記録装置及び操縦室用音声記録

１０月３１日 装置の解析

平成２０年１０月 ３ 日 エンジン調査

平成２０年１１月１８日～３０日 エンジン分解調査及びエンジン整備

記録等関係書類調査

平成２０年１２月１６日～

平成２１年 ４ 月３０日 低圧タービン部破面解析調査

1.2.5 原因関係者からの意見聴取

原因関係者から意見聴取を行った。

1.2.6 調査参加国への意見照会

調査参加国に対し、意見照会を行った。

２ 事実情報

２.１ 飛行の経過

エアー・インディア（以下「同社」という。）所属ボーイング式７４７－３３７型



*1 「Ｎ１」とは、エンジンのファン、低圧コンプレッサー及び低圧タービンの回転速度のことで、当該機では

エンジンの最大推力付近の回転数３,４３０rpmを１００％として表示する。
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ＶＴ－ＥＰＷ（以下「同機」という。）は、平成２０年９月２１日、同社の定期

３０７便として、成田国際空港（以下「同空港」という。）を１２時２９分（日本標

準時、以下同じ。）に離陸した。

東京航空局成田空港事務所（以下「空港事務所」という。）に通報された同機の飛

行計画の概要は、次のとおりであった。

飛行方式：ＩＦＲ、出発地：成田国際空港、移動開始時刻：１２時００分、巡

航速度：５０８kt、巡航高度：ＦＬ３２０、経路：ＨＭＥ（羽田ＶＯＲ/ＤＭ

Ｅ）～ＫＣＣ（名古屋ＶＯＲＴＡＣ）～Ｖ２８（航空路）～ＦＵ（福江ＮＤＢ）

～Ａ５９３（航空路）～ＬＡＭＥＮ（位置通報点）～略、目的地：デリー国際

空港、所要時間：７時間２７分、持久時間で表された燃料搭載量：９時間４９

分、搭乗者数：１８２名

同機には、運航乗務員として機長、機長資格を有する副機長（以下「副機長」とい

う。）及び航空機関士の計３名が搭乗していた。

本重大インシデント発生時、機長がＰＦ（主として操縦業務を担当する操縦士）と

して左操縦席に、副機長がＰＮＦ（主として操縦以外の業務を担当する操縦士）とし

て右操縦席に着座していた。

同機が同空港を離陸してから、本重大インシデントが発生するまでの同機の飛行経

過は、同機と空港事務所に置かれたターミナル管制所（以下「アプローチ」という。）

及び東京航空交通管制部に置かれた管制区管制所（以下「東京ＡＣＣ」という。）と

の管制交信記録、飛行記録装置（以下「ＤＦＤＲ」という。）の記録、操縦室用音声

記録装置（以下「ＣＶＲ」という。）の記録並びに運航乗務員の口述によれば、概略

次のとおりであった。

2.1.1 管制交信記録、ＤＦＤＲの記録及びＣＶＲの記録による飛行の経過

１２時２９分 同機は、同空港滑走路１６Ｒから離陸した。

同 ３８分１１秒 同機に異音「ガーン」が発生（ＣＶＲの記録音）した。

高度１５,７００ft（ＤＦＤＲ記録）において、同機の

Ｎｏ.３エンジンのＮ１*1が７９.０％に急激に低下し

た。

同 ３９分２８秒 同機は、東京ＡＣＣに対しテクニカル・トラブルのた

め、５分間ＦＬ２００でレベルフライトしたい旨を通報

した。

同 ３９分３６秒 東京ＡＣＣは、同機に対しＦＬ２００を維持することを

承認した。
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同 ４３分５６秒 同機は、東京ＡＣＣに対し第３エンジンに障害が発生し

たため成田へ引き返す旨を通報した。

同 ４４分３８秒 同機は、東京ＡＣＣに対し燃料投棄及び燃料投棄のため

の降下を要求した。

同 ４６分５８秒 同機は、東京ＡＣＣに対し燃料投棄のためのレーダー誘

導と飛行高度を要求した。

同 ４７分３０秒 東京ＡＣＣは、同機に対し燃料投棄エリアまでレーダー

誘導するため、機首方向を２３０゜へ変更することを指

示した。

同 ５０分５０秒 同機は、東京ＡＣＣに対しILS RWY16Rによる同空港への

引き返しを要求した。

同 ５２分０４秒 同機は、東京ＡＣＣに対し燃料投棄に２０分を要する旨

を通報した。

同 ５７分５８秒 同機は、Ｎｏ.３エンジンを停止した。（ＤＦＤＲ記録）

１３時０１分３７秒 同機は、アプローチに対しＦＬ１８０で燃料投棄の開始

を伝えた。

同 ０４分０７秒 アプローチは、同機に対し緊急状態を宣言するかを確認

した。

同 ０４分１３秒 同機は、アプローチに対しいずれの補助も不要であり、

第３エンジンは停止しているが、通常着陸が可能である

ことを通報した。

同 ２４分１６秒 同機は、アプローチに対し燃料投棄が完了し、進入が可

能である旨を通報した。

同 ２４分２６秒 同機は、アプローチに対し進入準備完了とレーダー誘導

を要求し、同機は、進入開始した。

同 ５０分 同機は、同空港滑走路１６Ｒへ通常どおり着陸した。

2.1.2 口述による飛行の経過

(1) 機長

本重大インシデント発生当日、出発前に機体へ行き機体全体の出発前点検

を行ったが異常はなかった。

私がＰＦとして左席に着座し、副機長がＰＮＦとして右席に着座した。

その後、エンジンを始動し、各種計器の点検等を行ったが異常はなく、機

体をスポットからプッシュ・バックしたのち地上走行し、地上滑走後離陸ま

ですべて異常はなかった。



*2 「EGT」とは、エンジン排気ガス温度で、タービン出口の温度が計測される。

*3 「FUEL FLOW」とは、燃料流量で、単位時間当たりの流量を重さで表す。
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同空港滑走路１６Ｒから１２時２９分頃に離陸し、標準計器出発方式の成

田リバーサル・エイトで上昇中、ＦＬ１８０付近で右後方から「ガーン」と

異音が聞こえた。

この異音を聞いたのは一度だけだった。

エンジン計器を見たらＮｏ.１、２、４エンジンのＮ１は上昇出力の約

１０２.５％だった。しかし、Ｎｏ.３エンジンのＮ１が６８％まで低下して

いたことから、Ｎｏ.３エンジンのスラスト・レバーをゆっくりとアイドル

にした。

その後、上昇をＦＬ２００で止め、レベルフライトして対気速度は３００

ktとして、Ｎｏ.３エンジンのスラスト・レバーをゆっくりと増加したが、

Ｎ１は６８％のままで変化はなかった。

点検の結果Ｎｏ.１、Ｎｏ.２及びＮｏ.４エンジンのＮ１、Ｎ２、EGT
*2
、

FUEL FLOW*3に異常はなかったが、Ｎｏ.３エンジンのＮ１だけが低下してい

た。

この時、再度、Ｎｏ.３エンジンのスラスト・レバーをゆっくり増加して

みたが、Ｎ１は６０～７０％だったのでＮｏ.３エンジンを停止した。

Ｎｏ.３エンジンに異常が発生したため、同空港へ引き返して着陸後の点

検が必要と判断し、同空港への引き返しを決定した。

乗客へは「テクニカル・トラブルのため引き返す」とアナウンスした。

その後、東京ＡＣＣに対し燃料投棄のエリアを要求したところ、燃料投棄

エリアは成田アプローチ内であることから、レーダー誘導する旨の通報が

あった。

アプローチから「緊急状態を宣言するか」との問いかけがあったが、同機

は４基のエンジンを備えており、１基が不作動でも問題はないと判断し、

ノーマル・ランディングは可能であることから緊急状態は宣言しないことを

通報した。

レーダー誘導により１３時５０分ごろ滑走路１６Ｒにノーマル・ランディ

ングした。着陸後は自走によりスポット５０６にスポット・インした。

(2) 副機長

私は、ＰＮＦとして右席に着座していた。

当初、ＦＬ３２０まで上昇する予定だったが、上昇中のＦＬ１８０付近で



*4 「バイブレーション・インディケーター」とは、ジェット・エンジンのファン、圧縮機及びタービンの振動

レベルを検出して表示させる計器である。
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右後方から異音を聞いたので、上昇はＦＬ２００までとし、しばらくＦＬ

２００でレベルフライトを継続して、他に何か問題がないか点検を行ったが、

Ｎｏ.３エンジンのＮ１のみが低下していた。

異音を聞いたのは一度だけだった。

この時、Ｎｏ.１エンジン、Ｎｏ.２エンジン、Ｎｏ.４エンジンは上昇出

力約１０２％を維持していた。

その後、Ｎｏ.３エンジンを停止して引き返すことになり、乗客へは機長

が「テクニカル・トラブルのため引き返す」ことをアナウンスした。

(3) 航空機関士

異常が発生した時、計器指示の点検を行ったが、ＥＧＴはＮｏ.１、

Ｎｏ.２、Ｎｏ.３、Ｎｏ.４のすべてのエンジンが正常だった。

FUEL FLOWもＮｏ.１、Ｎｏ.２、Ｎｏ.３、Ｎｏ.４のすべてがノーマルで

あった。

Ｎ１は、Ｎｏ.１、Ｎｏ.２及びＮｏ.４エンジンは正常であったが、

Ｎｏ.３エンジンのみが低下して６０～７０％だった。

バイブレーション・インディケーター*4の変動もなかった。

本重大インシデントの発生時刻は、１２時３８分ごろで、発生場所は成田国際空

港南約１０kmの上空（北緯３５度４０分２５秒、東経１４０度２１分２８秒）であっ

た。

（付図１ 推定飛行経路図、付図３ ボーイング式７４７－３３７型 三面図、

付図４ ＤＦＤＲの記録、写真１ 重大インシデント機 参照）

２.２ 人の負傷

な し

２.３ 航空機の損壊に関する情報

(1) Ｎｏ.３エンジンの低圧タービン部（以下「ＬＰＴ」という。）破壊

(2) 右主翼の下面外板、翼アクセス・ドア及びＮｏ.３エンジン内側パネルに擦

過傷

（付図２ Ｎｏ.３エンジンＬＰＴ 参照）



*5 「ＮＧＶ」とは、エンジンの各段のタービン・ブレードの間にある静翼のことで、これらはエンジン外側

ケースに固定されていて回転しない。

*6 「免許効力の付与」とは、国際民間航空条約第１附属書によれば、自国以外の国際民間航空条約締約国が発

行した免許を、自国の免許と同等の効力を有するものとして承認し、一定の事項について自国の法令により、

その証明書を付与することをいう。
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２.４ 航空機以外の物件の損壊に関する情報

飛行経路直下に駐車中の乗用車３台に、低圧タービン・ブレード及びノズル・ガイ

ド・ベーン（以下「ＮＧＶ
*5
」という。）の破片が落下し、破断片が突き刺さり損傷し

た。

（写真１０ 損傷した乗用車（フロントガラス） 参照）

２.５ 航空機乗組員等に関する情報

(1) 機 長 男性 ４８歳

免許効力の付与
*6
（アメリカ発行）

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機） ２００４年 ８ 月２１日

限定事項 ボーイング式７４７型

第１種航空身体検査証明書

有効期限 ２００８年１１月３０日

総飛行時間 １２,６００時間００分

最近３０日間の飛行時間 ４９時間２０分

同型式機による飛行時間 ９,０００時間００分

同型式機による最近３０日間の飛行時間 ４９時間２０分

(2) 副機長 男性 ６１歳

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機）（インド発行）

１９９９年 ７ 月２３日

限定事項 ボーイング式７４７型

第１種航空身体検査証明書

有効期限 ２００８年１１月２６日

総飛行時間 １３,０００時間００分

最近３０日間の飛行時間 ２５時間３５分

同型式機による飛行時間 １０,０００時間００分

同型式機による最近３０日間の飛行時間 ２５時間３５分

(3) 航空機関士 男性 ５８歳

航空機関士技能証明書（飛行機）（インド発行）

１９７９年１０月 ３ 日

限定事項 ボーイング式７４７型
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第１種航空身体検査証明書

有効期限 ２００８年１０月 ８ 日

総飛行時間 １２,７０７時間１５分

最近３０日間の飛行時間 ３０時間４０分

同型式機による飛行時間 ９,１８２時間００分

同型式機による最近３０日間の飛行時間 ３０時間４０分

２.６ 航空機に関する情報

2.6.1 航空機

型 式 ボーイング式７４７－３３７型（コンビ型）

製 造 番 号 ２４１５９

製造年月日 １９８８年

耐空証明書 第１９１６号

有効期限 ２００８年１２月１２日

総飛行時間 ５２,７７９時間００分

定期点検(Ａ、２Ａ点検､2008年7月１５日実施)後の飛行時間 ７４時間００分

（付図３ ボーイング式７４７－３３７型 三面図 参照)

2.6.2 エンジン

(1) Ｎｏ.１エンジン

型 式 ゼネラル・エレクトリック式ＣＦ６－８０Ｃ２Ｂ１型

製 造 番 号 ６９０－１６３

製造年月日 １９８７年 ２ 月

総使用時間 ４４,６８２時間００分

総サイクル数 １６,２５１回

(2) Ｎｏ.２エンジン

型 式 ゼネラル・エレクトリック式ＣＦ６－８０Ｃ２Ｂ１型

製 造 番 号 ６９０－１２１

製造年月日 １９８６年 ５ 月

総使用時間 ４７,４３５時間００分

総サイクル数 １７,３１３回

(3) Ｎｏ.３エンジン

型 式 ゼネラル・エレクトリック式ＣＦ６－８０Ｃ２Ｂ１型

製 造 番 号 ６９０－１２４

製造年月日 １９８６年 ６ 月
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総使用時間 ４３,０６９時間００分

総サイクル数 １３,７４０回

前回の整備点検からの使用時間

（２００６年２月実施） ６,１４３時間００分

前回の整備点検からのサイクル数（２００６年２月実施） １,４４２回

同機への装着日 ２００６年 ２ 月 ４ 日

(4) Ｎｏ.４エンジン

型 式 ゼネラル・エレクトリック式ＣＦ６－８０Ｃ２Ｂ１型

製 造 番 号 ６９０－３１４

製造年月日 １９８８年１１月

総使用時間 ４１,３１５時間００分

総サイクル数 １２,６４２回

（付図２ Ｎｏ.３エンジンＬＰＴ 参照)

2.6.3 燃料及び潤滑油

燃料は、航空燃料ジェットＡ－１、潤滑油はモービル・ジェット・オイルⅡで

あった。

2.6.4 重量及び重心位置

本重大インシデント当時、同機の重量は７２８,９２３lb、重心位置は２０.０

％ＭＡＣと推算され、いずれも許容範囲（最大離陸重量８３２,９９８lb、最大着

陸重量６２８,１００lb、本重大インシデント当時の重量に対応する重心位置範囲

１５.５～２５.３％ＭＡＣ）内にあったものと推定される。

なお、着陸時の重量は、燃料投棄により５８９,５８２lbであった。

２.７ 気象に関する情報

本重大インシデント現場の北約１０kmに位置する成田国際空港の本重大インシデン

ト発生関連時間帯の航空気象の観測値は、次のとおりであった。

12時30分 風向 １３０°、風速 ８kt、風向変動 １００°～１６０°、

卓越視程 １０km以上、

雲 雲量 １／８ 雲形 積雲 雲底の高さ １,５００ft、

雲量 ４／８ 雲形 積雲 雲底の高さ ２,５００ft、

雲量 ７／８ 雲形 層積雲 雲底の高さ ５,０００ft、

気温 ２５℃、露点温度 ２１℃、

高度計規正値（ＱＮＨ） ２９.７９inHg
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着陸用飛行場予報：顕著な変化なし

２.８ ＤＦＤＲ及びＣＶＲに関する情報

同機には、米国Ｌ３コミュニケーション社製ＤＦＤＲ（Ｐ/Ｎ：２１００－

４０４３－００）及び米国ハネウェル社製ＣＶＲ（Ｐ/Ｎ：９８０－６０２２－００

１）が装備されていた。

ＤＦＤＲ及びＣＶＲには、本重大インシデントに関連のあるエンジンのデータや音

声が記録されていた。

２.９ 同機の損壊の細部状況

重大インシデント発生後、機体を調査した結果、右主翼下面外板、翼アクセス・ド

ア及びＮｏ.３エンジン内側パネル付近に小さな穴及び擦過傷が認められた。

ＬＰＴは、軸流５段（ステージ）で、各々ステータ（静翼）、ローター（動翼）の

順に５段で構成されており、Ｎｏ.３エンジンのＬＰＴの主な部分の損傷状況は、次

のとおりであった。

(1) ＬＰＴ１段目（以下「STG－１」という。）

STG－１のステータは、ＮＧＶ６枚を１組とした部分（以下「ベーン・セグ

メント」という。）が、Ｎｏ.１～Ｎｏ.１３ベーン・セグメントまでの１３個

で構成されている。

このうちＮｏ.２ベーン・セグメントの２枚のＮＧＶにき裂が発生していた。
．

タービン・ブレードには、異常はなかった。

(2) ＬＰＴ２段目（以下「STG－２」という。）

STG－２のステータは、１６個のベーン・セグメントで構成され、またロー

ターはタービン・ブレード１２４枚で構成されている。

① Ｎｏ.３ベーン・セグメントの６枚すべてのＮＧＶが外径側端部で破断

し、脱落していた。また、インナー・プラットホームは欠損していた。

② Ｎｏ.１ベーン・セグメントの１枚のＮＧＶには、き裂が発生していた。
．

また、他のＮＧＶも著しく損傷していた。

③ １２４枚のタービン・ブレードは、すべて全周にわたり損傷していた。こ

のうち１枚のブレードは、ＬＰＴディスク取付け部の付根から破断していた。

(3) ＬＰＴ３段目（以下「STG－3」という。）～ＬＰＴ５段目（以下「STG－5」

という。）までのタービン・ブレード及びＮＧＶは、大きく損傷していた。

(4) ＬＰＴのケーシングには、タービン・ブレード等の衝突によると見られる多

数の穴及びき裂が発生していたが、貫通はしていなかった。分離したブレード
・

は、エンジンの排気口から排出された。
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（付図２ Ｎｏ.３エンジンＬＰＴ、写真２ ＬＰＴ STG－１ Ｎｏ.２ベーン・セグ

メントＮＧＶのき裂、写真３ ＬＰＴ STG－２ Ｎｏ.３ベーン・セグメント
．

ＮＧＶの破断状況、写真４ ＬＰＴ STG－２ タービン・ブレードの破断状況、

写真５ ＬＰＴ STG－４の破断したタービン・ブレードの状態、写真６ Ｎｏ.３

エンジンの損傷したＬＰＴケーシング 参照）

２.１０ 事実を認定するための試験及び研究

2.10.1 Ｎｏ.３エンジンのSTG－１及びSTG－２ＮＧＶの使用時間等

(1) 同社の整備記録によれば、今回使用されていたSTG－１のＮｏ.２ベーン・

セグメントＮＧＶ（Ｐ/Ｎ：９３６７Ｍ８１Ｇ３１）の使用時間及び使用サ

イクルは１０,８０３時間及び２,０６４サイクルであった。

STG－１は、２００３年７月の点検整備時に１３個のベーン・セグメント

すべてが交換された。

また、２００６年２月の点検整備時には、Ｎｏ.２ベーン・セグメントは

異常がなく交換されなかったことから、２００３年７月の点検整備時に交換

したＮＧＶが使用されていた。

(2) STG－２のＮｏ.３ベーン・セグメントＮＧＶ（Ｐ/Ｎ：９３６７Ｍ８２Ｇ

１４）及びＮｏ.１ベーン・セグメントＮＧＶ（Ｐ/Ｎ：９３６７Ｍ８２Ｇ１

４）の使用時間及び使用サイクルは１０,８０３時間及び２,０６４サイクル

であった。

STG－２は、いずれも２００３年７月の点検整備時に１６個のベーン・セ

グメントのうち９個のベーン・セグメントを交換した。

この時、Ｎｏ.３及びＮｏ.１ベーン・セグメントは、いずれもＰ/Ｎ：９

３６７Ｍ８２Ｇ１４へ交換された。

その後、２００６年２月に実施した点検整備時には、８個のベーン・セグ

メントを交換したが、Ｎｏ.３及びＮｏ.１ベーン・セグメントは異常がなく

交換されなかった。

したがって、Ｎｏ.３及びＮｏ.１ベーン・セグメントは２００３年７月の

点検整備時に交換したものが使用されていた。

2.10.2 Ｎｏ.３エンジンＬＰＴのＮＧＶの破断面詳細調査

ＪＡＸＡの協力を得て、重大インシデント発生時に、Ｎｏ.３エンジンに装着さ

れていたＬＰＴのＮＧＶの破断面詳細調査を行った。その結果は次のとおりであっ

た。

STG－２のＮｏ.３ベーン・セグメントＮＧＶ６枚の破断面及びSTG－２のＮｏ.１



*7 「結晶粒界」とは、結晶粒と結晶粒との境界のことで、光学顕微鏡による組織観察で網の目状に見える線の

ことである。

*8 「応力腐食割れ」とは、特定の腐食環境下で、引張り応力がかかった金属材料が、腐食環境にない場合より
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*9 「Ｒｅｎｅ」とは、耐熱合金の名称である。

*10 「粒界腐食」とは、結晶粒界に析出物ができ、その影響で付近の析出元素の不足から集中的に腐食が進むこ

とである。

*11 「粒界酸化」とは、熱処理において、金属製品の表面層の結晶粒界が、熱処理雰囲気中の酸素によって酸化

される現象である。
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ベーン・セグメントＮＧＶ並びにSTG－１のＮｏ.２ベーン・セグメントＮＧＶの

き裂部分について光学顕微鏡、ＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）及びＥＤＡＸ（ＥＤＡ
．

Ｘ社製エネルギー分散型Ｘ線分析装置）等により破面解析を行った。調査結果は、

以下のとおりであった。

(1) 光学顕微鏡（VHX-200型）及び目視による各破面解析

破面は酸化腐食しており、一部結晶粒界*7 における応力腐食割れ*8 があっ

た。

起点が異なる複数のき裂が連結することにより分岐状の破面様相を呈して
．

おり、壁面貫通損傷状態であった。

(2) ＥＤＡＸ（ＥＤＡＸ社製エネルギー分散型Ｘ線分析装置）による酸素濃度

勾配解析

当該ＮＧＶは、外壁面には耐酸化コーティングが施されているが、内壁面

は耐酸化コーティングが施されていないことから内壁面から外壁面へ向かう

酸化の進行が予想されたため、ＮＧＶ断面の酸素濃度勾配の解析を行った結

果、濃度勾配が検出不能なほどに過大な酸化がＮＧＶ壁面を貫通する方向に

生じていた。

なお、当該ＮＧＶの成分分析を行った結果、合金成分はすべてＲｅｎｅ
*9

77であった。

(3) ＮＧＶを切断して内壁面を調査した結果

ＮＧＶは、外側表面は耐酸化コーティングが施されていたが、内壁面は黒

色の酸化膜で覆われていて、はがれやすい状態であった。

また、内壁面は耐酸化コーティングが施されてなく、母材は著しい粒界腐

食
*10

及び粒界酸化
*11

状態となり、ぼろぼろと崩れる状態であった。

（写真７ ＬＰＴ STG－２のＮＧＶ破断面、写真９ ＬＰＴ STG－２のＮＧ

Ｖ内壁面の粒界腐食及び粒界酸化状況 参照）

2.10.3 STG－２のＬＰＴディスク取付け部の付け根から破断していたタービン・ブ

レードの調査
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STG－２のタービン・ブレードの前縁根元に、衝突痕と見られる大きな凹みが

あった。この凹み部分は、STG－２のＮｏ.３ベーン・セグメントＮＧＶのイン

ナー・プラットホームの形状と一致した。

（写真４ ＬＰＴ STG－２ タービン・ブレードの破断状況、写真８ ＬＰＴ STG

－２のタービン・ブレード衝突痕 参照）

2.10.4 STG－３～STG－５の破壊経過調査

STG－２のＮＧＶが破断及び脱落をしたことにより、STG－３～STG－５までの

タービン・ブレードは、すべてほぼＬＰＴディスク付け根付近から破断していた。

また、STG－３～STG－５までのＮＧＶも大きく損傷し、欠落した部分もあった。

（写真５ ＬＰＴ STG－４の破断したタービン・ブレードの状態 参照）

２. １１ その他必要な事項

2.11.1 エンジン製造メーカーによる技術通報

同機のエンジンの製造メーカーである米国ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）社

は、下記事項によるエンジンの全体的な信頼性と耐久性を改善するために、

２００６年６月１６日付け技術通報（Service Bulletin）ＣＦ６－８０Ｃ２ Ｓ/Ｂ

７２－１２２２を発行していた。（抜粋、仮訳）

(1) 状況

現在のＬＰＴ STG－１とSTG－２のノズルは、エアフォイル内部空洞の腐

食及び粒界酸化（Intergranular Oxidation (IGO)）により、エアフォイル

の壁面貫通損傷及び破壊に至った事例があった。

(2) 原因

ＬＰＴ STG－１とSTG－２のノズルのエアフォイル内部空洞は、周囲保護

のコーティングをしてないことから、粒界酸化（ＩＧＯ）及び腐食による劣

化を受け易い。

劣化は、機械的/熱的ストレスがエアフォイルの金属母材に影響を及ぼし

き裂を引き起こす。
．

(3) 改善

内部への周囲保護コーティングを実施すると、ＬＰＴ STG－１とSTG－２

のノズルの信頼性や耐久性を改善させる。

(4) 有効性及び説明

新品又は再生されたＬＰＴ STG－１ノズルの部品番号は２１０１Ｍ６９Ｇ

０１～Ｇ２１である。そして、新品又は再生されたＬＰＴ STG－２ノズルの

部品番号は２１０１Ｍ７１Ｇ０１～Ｇ０８である。

(5) 適用



*12 「オン・コンディション」とは、航空機の装備品を分解せず検査のみを行い、その検査結果によって継続使
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STG－１とSTG－２ＬＰＴノズルの修理のための機会があった時、このサー

ビスブリテンを適用するよう推奨する。

2.11.2 ＬＰＴのＮＧＶの整備基準

(1) 同社の整備要目

ＬＰＴのＮＧＶの整備については、エンジン製造会社が定めている「ワー

クスコープ・プランニング・ガイド」に基づき、同社は独自の「ワークス

コープ・プランニング・ガイド」を制定し、これに基づいて以下のとおり、

整備を行っていた。

・オン・コンディション*12 での目視による点検で行う。

・ＮＧＶには限界使用時間はない。

(2) 同社の整備状況

同社は、機体の定時整備時エンジンを一定期間航空機から取卸し、工場に

搬入して、エンジン・マニュアルに基づいた、ＬＰＴ部分のパーツ交換等の

整備作業を実施していた。

しかし、同社においては、２００６年２月以降、同エンジンＬＰＴのＮＧ

Ｖの定期点検整備はなく、ＧＥ社が２００６年６月１６日付けで発行した技

術通報（ＣＦ６－８０Ｃ２ Ｓ/Ｂ ７２－１２２２）は実施されていなかっ

た。

３ 分 析

３.１ 乗務員の資格等

機長、副機長及び航空機関士は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体

検査証明を有していた。

３.２ 航空機の耐空証明等

同機は、有効な耐空証明を有し、所定の点検及び整備が行われていた。また、乗組

員の口述及び同機の整備記録から、本重大インシデント発生まで機体に異常はなかっ

たものと推定される。
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３.３ 気象の関与

当時の気象状態は、本重大インシデントの発生に関連はなかったものと推定される。

３.４ 同機が離陸上昇中にＮｏ.３エンジンに異常が発生した時期

(1) 2.1.1のＤＦＤＲ記録から、同機が１５,７００ftを上昇中、１２時３８分

１１秒にＮｏ.３エンジンのＮ１が７９.０％に急激に低下し、ＣＶＲの記録

からは「ガーン」の異音が発生していること、

（2） 2.1.2の機長及び副機長の口述から、離陸上昇中、高度１８,０００ft付近

で右後方から「ガーン」と異音が聞こえ、Ｎ１が６８％へ低下したこと及び

Ｎ１が６８％まで低下した後、絞っていたＮｏ.３エンジン・スラスト・

レバーを上げたが変化はなく、Ｎｏ.３エンジンを停止したこと

から、同機は１５,７００ftを上昇中、Ｎｏ.３エンジンから異音が発生したとき

に、エンジンが破損したものと推定される。

３.５ ＬＰＴ STG－２のＮｏ.３ベーン・セグメントＮＧＶ等の破断要因

2.10.2(1)～(3)に記述したとおり、STG－２のＮｏ.３及びＮｏ.１ベーン・セグメ

ントＮＧＶ並びにSTG－１のＮｏ.２ベーン・セグメントＮＧＶは、外側表面は耐酸化

コーティングが施されていたが、内壁面には耐酸化コーティングが施されていなかっ

た。

破断したＮＧＶの破断片及びき裂の生じたＮＧＶを切断して内壁面を調査した結
．

果、内壁面表面は黒色の酸化膜で覆われ、はがれやすい状態で内側母材には著しく粒

界腐食が発生していた。

結晶粒界周辺には化合物の析出が起こりやすく、またクロム炭化物が析出すれば耐

酸化性を与えるクロムが減少し、結晶粒界周辺には酸化・腐食が発生し易くなること

から、粒界腐食により材料劣化及び強度低下が進行して、ブレード内壁よりき裂が発
．

生し破断したものと推定される。

３.６ ＬＰＴのSTG－２のタービン・ブレードの破断経過

STG－２のＬＰＴディスク取付け部の付根から破断していたタービン・ブレードの

前縁根元に、衝突痕と見られる大きな凹みがあった。

この凹み部分は、2.10.3に記述したとおり、破断、脱落したＮｏ.３ベーン・セグ

メントＮＧＶのインナー・プラットホームの形状に一致したことから、Ｎｏ.３ベー

ン・セグメントＮＧＶの破断と同時にインナー・プラットホームも外れ、高速回転中

のタービン・ブレードに衝突し、タービン・ブレードが破断したものと推定される。
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３.７ ＬＰＴのSTG－３～STG－５の破壊経過

STG－３～STG－５までのタービン・ブレードが全てほぼＬＰＴディスク付け根付近

から破断したこと及びＮＧＶが損傷したことについては、2.10.4に記述したとおり

STG－２のＮＧＶが破断及び脱落後飛散したことにより、STG－２タービン・ブレード

に衝突して２次破壊が起こり、後段のタービン・ブレード及びＮＧＶに次々に衝突し、

２次破壊が拡大したためと推定される。

３.８ 被害の軽減及び再発防止策

ＬＰＴの STG－１及びSTG－２のＮＧＶについては、2.11.1に記述したように、エ

ンジン製造メーカーによる２００６年６月１６日付け技術通報に、STG－１とSTG－２

のＮＧＶの内部空洞は、周囲保護のコーティングをしてないことから、粒界酸化及び

粒界腐食による劣化を受け、内壁面側を起点とするき裂及び破壊を生じることから、
．

新しく内壁面に耐酸化コーティングを施したＮＧＶに交換するとノズルの信頼性や耐

久性を改善させる旨が記載されていたが、同社は技術通報以降、同エンジンのＮＧＶ

の点検整備の予定はなく、ＮＧＶの交換もされていなかった。

ＣＦ６－８０Ｃ２エンジンの承認された整備計画は、オン・コンディション方式に

基づいており、回転部品に対する寿命以外にハード・タイム制限は設定されていない。

しかしながら、本重大インシデントにおいては当該ノズル・ガイド・ベーンの破壊

によってエンジンが破損に至ったことから、結果的にはエンジン製造メーカーは運航

者に対しＮＧＶの交換時期を明確にし、早期の交換を推奨することが望ましかったも

のと考えられる。

３.９ 同機の右主翼下面の損傷経過

右主翼の翼アクセス・ドア及びＮｏ.３エンジン内側パネル付近に、多数の小さな

穴及び擦過傷が認められたことについては、３.７に記述したようにSTG－２のＮＧＶ

が破断及び脱落後飛散したことにより、STG－２タービン・ブレードに衝突して２次

破壊が起こり、後段のタービン・ブレード及びＮＧＶが破断したため、低圧タービ

ン・ブレード及びＮＧＶの破片が排気口より空中に飛散し、右主翼の翼アクセス・

ドア及びＮｏ.３エンジン内側パネル付近に衝突したものと推定される。

３.１０ タービン・ブレード及びＮＧＶの破断による地上への影響

３.９に記述したように２次破壊が起こり、低圧タービン・ブレード及びＮＧＶの

破片が排気口より空中に飛散し、２.４に記述したとおり、飛行経路直下に駐車中の

乗用車にタービン・ブレード片が落下して損傷させたものと推定される。
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４ 原 因

本重大インシデントは、同機が離陸上昇中、Ｎｏ.３発動機ＬＰＴ STG－２のノズ

ル・ガイド・ベーンが粒界腐食により破断後脱落し飛散したため、後段のノズル・

ガイド・ベーン及びタービン・ブレードが破壊され発動機が破損したことによるも

のと推定される。

ノズル・ガイド・ベーンが粒界腐食により破断したことについては、当該ノズル

・ガイド・ベーンの外側表面には耐酸化コーティングが施されていたが、内壁面に

は耐酸化コーティングがされていなかったことから、結晶粒界において酸化及び腐

食が発生しやすくなり、材料劣化及び強度低下が進行し、ノズル・ガイド・ベーン

内壁より破断したものと推定される。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

付図１ 推定飛行経路図 

50km0

１２時３８分１１秒 
第３エンジン異常発生

高度 15,700FT 付近 

成田国際空港 

１２時２９分離陸

N

風向 １３０° 

風速 ８Kt 

風向変動 １００～１６０°

（成田航空地方気象台 12 時 30 分観測値）
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付図２ Ｎｏ.３エンジンＬＰＴ 

1S   1B   2S   2B  3S    3B  4S    4B   5S    5B 

ＬＰＴケース ＨＰＴ 

ケース 

前方 

排気モジュール 

著しい損傷 

凡例 

数字：ステージ番号 

Ｓ：ステータ 

Ｂ：ブレード 

断面拡大図
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付図３ ボーイング式７４７-３３７型 三面図 
                                単位：ｍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

70.66

19.33 

59.64 



- 21 - 

 
 
 
 

 

付図４ ＤＦＤＲの記録 

推定発生時刻 
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写真１ 重大インシデント機 

写真２ ＬＰＴ STG-1 No.2 ベーン・セグメント NGV のき
．
裂

NGVのき
．
裂部分
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NGV の破損部分 

写真４ ＬＰＴ STG-2 タービン・ブレードの破断状況 

ブレードが根元から１本破断

写真３ ＬＰＴ STG-2 No.3 ベーン・セグメント NGV の破断状況

NGV の破損部分 
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写真５ ＬＰＴ STG-4 の破断したタービン・ブレードの状態

STG-5 ノズル・ガイドベーン 

STG-4 タービン・ブレード 

写真６ No.3 エンジンの損傷したＬＰＴケーシング 
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写真９ ＬＰＴ STG-2のNGV内壁面の粒界腐食及び粒界酸化状況

切断状況 

観察状況 
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写真１０ 損傷した乗用車（フロントガラス） 

落下したタービン・ブレード

６.４㎝ 


